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不祥事再発防止対策のこれまでの取り組み

(1 ) 不祥事の発生時期と再発防止取り組み時期
①収賄事件 ②詐欺事件 ③競売入札妨害事件 不祥事再発防止対策

20 年 12月項 事件発生
21 年 5月頃 ･--↓▼ 事件発生

21年 7月項 事件発生 ･--↓▼
1
↓

･--↓▼
･--↓▼

･--↓▼

21年 11月 発覚、 遠盡捕 ･--↓〉 ↓
2 1 年 11月 ･--↓▼ ↓ 不祥事坊止対策検討会発足

----↓･ ↓
22 年 3月 発覚、 逮捕 ↓ 不祥事再発防止対策計画書作成

22 年 5月 ! ↓ 事件発生 不祥事再発防止対策評価会発足

23 年 10月 ! 発覚、 逮捕
24 年 3月 ; 【 桑名市職員倫理審査会条例制定

平成 22 年 3月に桑名市不祥事再発防止対策計画書を策定し、 下記の ｢4本の基本方針｣ に沿
い、 平成 22 年 4月から ｢不祥事再発防止対策行動計画｣ を各所属で作成し、 実施している。

@公務員としての倫理意識の微風

･管理職向けの公務員倫理研修 (24 年 1月 16 日、 17 日に実施) のほか、
一般職員 (全職員) 向け公務員倫理研修を23年 11月に実施した。

･服務規律について各課で毎月 1回、 研修を実施する。
･公益通報制度を導入する。

@工事執行システムの改善

.入札制度の検証をする
入札調査委員会に外部の方を加え、 最低制限価格設定方法などを検証する

◎組織の油生国

･事務改善意識の強化
ジョブローテーション、 業務マニュアル作成 ･見直しなどが未実施の部署に

おいて実施する

1④職場風土改副

･報告 ･連絡 ･相談の徹底
｢利害関係者との接触の届出｣ ｢利害関係者からの不当要求の報告｣ の徹底

(桑名市職員倫理規程)
･毎週 1回職場内清掃を行う。
･市役所の玄関で朝、 あいさつ運動を各課が分担して実施する。

廉名市不祥事再発防止対策評価会

桑名市不祥事再発防止対策計画書の見直しや行動計画に基づく実施結果報告について検証を
行うため設置し4 回開催した。

第 1回 H 22.5 第 2回 H 22.12 第 3 回 H 23.5 第 4 回 H 23.10



資料 2

桑名市職員倫理条例 (案)

(目的)
第 1 条 この条例は、 本市の職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民か

ら負 託 さ れ た 公 務 で あ る こ と に か ん が み、 職 員 の 公 務 員 と して の 倫 理 (以 下 ｢職

員 倫 理 ｣ と い う。 )の 保 持 に 資 す る た め 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と に よ り、 職 務 の

執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、 もっ
て公務及び職員に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)

第 2 条 この条例において、 次の各号に掲げる用 語の意義は、 当該各号に定める
と こ ろ に よ る。

Q ) 職員 副市長、 常勤の監査委員、
脇 方公営企業の管理者及び地方公務員法

(昭和 2 5 年法律第 2 6 1 号。 以 下 ｢法 ｣ と い う。 )第 3 条第 2 項に規定する -

殿職に属する職員をいう。
(2) 任命権者 法第 6 条第 1 項に規定する任命権者 (同条第 2 項の規定により

権限を委任された者を含む。 )をいう。
(3) 管理職員 桑名 市職員給与条例 (平成 16 年桑名市条例第 4 6 号 ) 別 表 第 1 に

掲げる職務の級 6 級 以 上 に属 する 職員、別 表 第 2 に掲 げる職 務 の級 7 級に属する

職員及び別表第 3 に掲げる職務の級 3 級 に属 する職員 をい う。
(4) 事業者等 法人 (法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあ

るものを含む。 )その他の団体及び事業を行う個人 (当該事業の利益のために

する行為を行う場合における個人に限る。 )をいう。
2 この条例の規定の適用については、 事業者等の利益のためにする行為を行う

場合における役員、 従業員、 代理人その他の者は、 前項第 4 号の事業者等とみ

な す。
(職員が遵守すべき職員倫理の原則 )

第 3 条 職員は、 市民全体の奉仕者であり、 市民の一部に対 してのみの奉仕者で

はないことを自覚 し、 職務 上知り得た蜆漬報にっいて 車民の =-音開こょままと王の み有

禾丞盤な取扱いを 掌る等市 民に約 1 奎ヰ当な差別的取扱ぜを七千-欖畿そら孝で、富山二公正
室蠅麹能の執行に当た らなはれ』土な毛裟籤い。

2 職 員 は、 常 に 公 私 の 別 を 明 ら か に し、 い や しく も そ の 職 務 や 地 位 を 自 ら や 自

ら の 属 す る 組 織 の た め の 私 的利 益 の た め に用 い て は な ら な い。
3 職 員 は、 法 令 に よ り 与 え ら れ た 権 限 の 行 使 に 当 た っ て は、 当 該 権 限 の 行 使 の

対象となる者からの贈与等を受ける等の市民の疑惑や不信を招くような行為 を

して は な ら な い。
4 職員は、 職務の執行に当たり、 関係法令若 しく は職務上の義務に違反 し、 又

は職務の執行の公正さを損なうおそれのある行為を求める不当な要求に一切応

じて は な ら な い。
5 職員は、 職務外においても、 法令遵守に努め、 自らの行動が公務の信用 に影

響を与えることを常に認識 して行動 しなければならない。
(任命権者の責務 )
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第 4 条 任命権者は、 職員の行為が公務に対する市民の疑惑や不信を招くことの

ないよう常に注意を喚起するとともに、 職員に対する研修等職員倫理の保持に

資するため必要な措置を講 じなければならない。
(管理職員の責務 )

第 5 条 管 理 職 員 は、 率 先 垂 範 して 公 務 員 と して の 倫 理 の 高 揚 に 努 め る と と も に、
その職務の重要性を自覚 し、 部下職員に対 し倫理の保持のために必要な指導及

び助言をしなければならない。 御難ギ葹搦薙タ #“｣嗽
(職員倫理規則 ) “"そげ2

第 6 条 市長は、 第 3 条に規定する倫理原則を踏まえ、 職員 の職務に係る倫理の

保持を図るために必要な事項に関する規則 (以下 ｢職員倫理規則 ｣ という。 )を

定 め る も の と す る。
2 職員倫理規則には、 職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及

び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を

招くような行為の防止に関 し職員の遵守すべき事項が含まれていなければなら
なし、。

(贈与等の報告)

第 7 条 職員は、 事業者等から、 金銭、 物品その他の財産上の利益の供与若 しく

は供応接待 (以下 ｢贈与等 ｣ という。 ) を受けたとき又は事業者等と職員の職

務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬と して職員倫理規則で定

める報酬の支払を受けたとき (当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受

け た 報 酬 の 価 額 が 1 件 に つき
◎
5,oo o 円を超える場合に限る。 ) は、 職員倫理規

則で定めるところにより贈与等報告書を任命権者に提出 しなければならない。
2 任命権者は、 前項の規定により贈与等報告晝が提出されたときは、 当該贈与

笠報告、晝の写しを桑名 市職員倫理審査会に提出しなければならない。
(贈与等報告書の保存及び閲覧)

第 8 条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、 これを受理 した任命権者

において ･ これを提出期 限の日から起算 して進め を経過する日まで保存 しなけ

れ ばな ら な い。
2 何人も、 任命権者に対 し、 前項の規定により保存されている贈与等報告書の

閲覧を請求することができる。
(桑名市職員倫理審査会の設置及び組織)

第 9 条 職員倫理の保持及びこれに必要な体制の確立に資するため、 桑名市職員

倫理審査会 (以下 ｢審査会 ｣ という。 )を置く。
2 審 査 会 の 所 掌 事 務 は、 次 の と お り と す る。

(1) 職員倫理に関する例規の制定又は改廃に関し、 意見を述べること。
(2) 任命権者 から提出された贈与等報告書に関し、 意見を述べること。
(3) 不祥事再発防止対策に関する評価、 検証及び見直 しに関 し、 意見を述べる

こ と。
(4) 任命権者に対 し、 職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措

置 を 講 ず る よ う 意 見 を 述 べ る こ と。
(5) 前各号に掲 げるもののほか、 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、 任

命 権 者 か ら 諮 問 を 受 け た こ と に つ い て 意 見 を 述 べ る こ と。
3 審査会の委員 は、 5 人以内と し、 次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
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(1) 部長又はこれと同等以上の職にある者

(2) 職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、 法律又

は社会に関する識見を有する者
4 審査会の委員の任期 は、 2 年 と す る。 た だ し、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は、 前 任 者

の 残 任 期 間 と す る。
5 審 査 会 の 委 員 は、 再 任 さ れ る こ と が でき る。
6 審査会の委員 は、 職務上知り得た秘密を漏 らしてはならない。 その職を退い

た後も同様とする。
(審査会の会長等 )

第 1 0 条 審査会に会長を 1 名 置く。
2 会長は、 前条第 3 項第 2 号の規定により委嘱された委員のうちから互選によ

っ て こ れ を 定 め る。
3 会長は、 審査会を代表 し、 会務を総理する。
4 会長に事故あるとき 又は会長が欠けたとき は、 あらかじめ会長の指名する委

員がその職務を代理する。
(審査会の会議等)

第 1 1 条 審査会の会議は、 会長が招集 し、 会長が議長となる。
2 審査会は、 委員の過半数が出席 しなければ会議を開くことができない。
3 審 査 会 の 議 事 は、 出 席 した 委 員 の 過 半 数 を も っ て 決 し、 可 否 同 数 の と き は、

議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る。
4 会 長 及 び 委 員 は、 自 己 若 しく は 父 母、 祖 父 母、 配 偶 者、 子、 孫 若 しく は 兄 弟
、

姉妹の一身上に関する事件又は自己若 しく はこれらの者の従事する業務に直接

の利 害 関係 の あ る 事 件 に つ い て は、そ の 議 事 に 加 わ る こ と が でき な い。 た だ し、
審 査 会 の 同 意 が あ っ た と き は、 会 議 に 出 席 し、 発 言 す る こ と が でき る。

5 会長は、 議事に関 し必要があると認めたとき は、 委員以外の者に出席を求め

て、 意 見 若 しく は 説 明 を聴 き、 又 は、 必 要 な 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が でき る

6 審査会の庶務は、 市長公室人事課において処理する。
(倫理の保持に関する調査)

第 1 2 条 任命権者は、 職員に職員倫理に関する例規に違反する行為 (以下 ｢違反

行 為 ｣ と い う。 )を 行 っ た 疑 い が あ る と 思 料 す る 場 合 で必 要 と 認 め る と き は、 当

該行為に関 して必要な調査を行うものとする。
(違反行為があった場合の措置)

第 1 3 条 任命権者は、 職員が違反行為を行ったと認められる場合は、 その違反

の程度に応 じ、 地方公務員法第 2 9 条第 1 項の規定に基づく懲戒処分その他人事

管理上必要な措置を講 じなければならない。
(公表 )

@
^≦す第 1 4 条 市長は、 毎年、 職員倫理の保持に関する状況について公 す る も の と

　　　
　　

第 1 5 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し必 要 な 事 項 は、
規 則 で 定 め る。
(施行期日 )

1 こ の 条 例 は、 平 成 年 月 日 か ら施 行 す る。
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(条例の廃止)
2 桑名市職員倫理審査会条例 (平成 2 4 年桑名市条例第 2 号 ) は、 廃 止 す る。

(経過措置)
3 この条例の施行の際、 現に桑名 市職員倫理審査会の委員である者は、 この条
例 の 規 定 に よ る 委 員 と み な す。
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疊畠中 竜 i.. ｢ . ･
.

訥 L I 1せ 鼻 信 昭

第 1条 目的

職員は市民全体の奉仕者であり、 職務遂行の公平 ･ 公正を職員の

倫理で保持し、 もって疑惑や不信感の防止と信頼の確保を図るため

の基本的な考え方を示 しています。

第寿2 条 定義

①条例の対象職員は、 副市長、 常勤の監査委員、 上下水道部事業

管理者および地方公務員法第 3 条第 2 項に規定する一般職に属
する職員を対象と して、 現在定められています桑名 市,職員倫理
審 査 会 条 例 に お い て の ｢職 員 ｣ と 同 じ対 象 者 と して いま す。

②任命権者とは、 職員に対して人事権を有する者であり、 各行政
委員会の長がこれにあたります。 具体的には、 地方公務員法第
6 条に規定 している市長をはじめ、′議会の議長、 代表監査委員
な どが こ れ に あ た りま す。

③管理職員とは、桑名 市職員給与条例 (平成 16 年桑名市条例第 4 6

号) 別表第 1 に掲げる職務の級 6 級以上に属する職員、 別表 第
2 に掲げる職務の級 7 級に属する職員及び別表第 3 に掲げる 職
務の級 3 級 に 属 す る 職 員 を い い ま す。 い わ ゆ る 課 長、 部 長 な ど

の ｢管 理 職 ｣ に あ たり ま す。

1
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第 3 条 職員が遵守すべき職員倫理の

原則

職員は、 市民全体の奉仕者として、 公共の利益のために職務を遂

行するための原則を具体的に示しています。

①市民全体の奉仕者

②公私の別の明確化、 職務や地位の私的利用の禁止

③権限行使における、 利害関係者からの贈与等を受けるなど市民

から疑惑や不信を招く行為の禁止

④職務執行に当たり法令や職務上の義務違反の禁止

⑤職務外における法令遵守、 公務員と しての自覚

を 規 定 して お り、 資 料 4 桑名市職員倫理規程第 2 条を受けて規定

し て い ま す。

第4 条 任命権者の責務

任命権者は、 自身の組織の倫理保持に関する最高責任者として、

職員に対する意識啓発や研修など職員倫理の保持のために必要な措

置を講ずる必要があることを規定しています。

第 5 条 管理職員の責務

実際に職員の職務行動を把握できる管理職員は、 その職務の重要

性を自覚し、 都下職員に対して必要な指導助言を行うとともに、 良

好な職場風土の形成に努める必要があることを規定しており、 資料

4 桑名市職員倫理規程第 3 条 を受 け て 規 定 して いま す。
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第 6 条 職員倫理規則

市 長 は、 第 3 条に規定する倫理原則を踏まえて職員倫理規則を定

め る こ と を規 定 して い ま す。
第 15 条 の ｢委 任 ｣ と は別 に、 条 文と して 規 定 す る こ と で、 条 例 化

した 意 義 を 補 完 し よ う と して い ま す。 な お、 規 則 の制 定、 改 廃 に つ

いては職員倫理審査会の意見を聞くことで、 客観性を担保していま
す。

職員倫理規則には、 職員と利害関係者との間に市民からの疑惑や

不信を招くような行為を規制する事項を定めなければならないこと

も規 定 して い ま す。

第 7 条 贈与等の報告

①職員は、 事業者等から、 金銭、 物品その他財産上の利益の供与

又 は供応 接 待 を 受 けた とき は、 1 件 に つ き 5 , 0 0 0 円を超える場合

に、 贈与等報告書を任命権者に提出しなければなりません。
②任命権者は、 職員から贈与等報告書の提出があったときは、 そ

の写しを倫理審査会に提出することで、 抑止効果を推進 し、 客

観性と透明性が確保されることが期待できます。

第 8 条 贈与等報告書の保存及び閲覧

①任命権者は、 贈与等報告書を受理 したときは、 その提出期限の

日から起算して 5 年 間、 保 存 しな け れ ば な り ま せ ん。
②市民等から保存されている贈与等申告書の閲覧の請求があった

場合は、 これを開示する ことで透明性の確保のみならず、 不正

の抑 制 に も つ な が りま す。



資料 3

第 9 条 桑名市職員倫理審査会の設置

及び組織
第 10条 審査会の会長等

第 = 条 審査会の会議等

現在、 制定されている ｢桑名市職員倫理審査会条例 ｣ を廃 止 し、
そ の 規 定 を こ こ に 移 して 定 め よ うと す る も の で す。

倫理審査会の所掌事務については、 現行条例では、 第 1 号に ｢職

員の倫理に関する条例の制定又は改廃に関すること ｣ を 定 め て い ま

すがこの条例案では第 1 号として ｢職員倫理に関する例規の制定又

は改廃に関すること ｣ を入れ、 倫理条例以外にも職員の倫理に関す

る 例 規 の 制 定 や 改 廃 に つ い て も ご意 見 を い た だく こ と と なっ て い ま

す。

第 2 号では ｢任命権者から提出された贈与等報告書に関し、 意見

を 述 べ る こ と ｣ を 追加 して お り、 第 7 条の 贈 与等の報告書の提出｣
の規定に基づく、 所掌事務を付け加えています。

第 9 条 か ら第 11 条 ま で の規 定 につ い て は、 地 方 自 治 法 第 138 条の

4 の 規 定 に よ り、 条 例 で 定 め な けれ ばな らな い 規 定 と なっ て いま す。

第 12条 倫理の保持に関する調査

任命権者は、 職員の倫理に関する例規 (条例や規則など) に違反

する行為を行った疑いがあると思料 したときは、 調査を行うものと

して 規 定 して お り、 資 料 4 桑名市職員倫理規程第 8 条を受けて規

定 して いま す。

4



資料 3

第 13条 違反行為があった場合の措置

職員は、 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合に

は、 地方公務員法第 2 9 条第 1 項の規定に基づく懲戒処分その他人事

管理上必要な措置を受けることになることを規定しており、 資料 4

桑名市職員倫理規程第 l o 条 を 受 け て 規 定 して い ま す。
こ の 条 に つ い て は、 懲 戒 処 分 等 の罰 則 に 関 す る こ と を 規 定 す る こ

と に より、 違 反 者 に 対 して 強 い 意 志 を もっ て 措 置 して いく と い う こ

と を 示 す た め に 規 定す る も の です。

第 14条 公表

市長は、 毎年、 職員倫理の保持に関する状況について公表するも
の と し て い ま す。

具体的には、 第 7 条の贈与等の報告書の提出状況や不祥事再発防

止 行 動 計 画 に 関 わ る こ と な どを 公 表 す る も の で す。

第 15条 委任

この条例に定めるもののほか、 この条例の施行に関し必要な事項

は、 規 則 で 定 める こ と と して い ま す。
第 6 条に規定しています ｢職員倫理規則 ｣ の 他 に も、 こ の 条 例 の

施行に関し必要な事項は必要に応じ別の規則を定めることができる
と い う こ と を 規 定 して い ま す。
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桑名市職員倫理規程 資料4

桑名市職員倫理掘程 規定する側親
目的

第1条 この訓令は、地方公務員法 (昭和25年法律第261号。以下｢法｣という。)第3条第2項
に規定する一般職に属する桑名市職員(嘱託職員及び臨時職員を除く。以下｢職員｣とい
う。)が市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることにかん
がみ、利害関係者(次条において規定する｢利害関係者｣をいう。)との接触等に関し遵守す
べき事項等を定めることにより職務の執行の公正さに対する市民の疑惑又は不信を招くよう
な行為の防止を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

条例第1条

職員が
遵守す
べき職
務に係
る倫理
原則

"什 久 '□ " し 豆、 、ー第2条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者でないことを
自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民
に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならな
いo

条例第3条第1項

2 職員は、自らの行動が公務に対する信頼に影響を与えることを認識するとともに、日常の
行動について常に公私の別を明らかにし、その職務及び地位を自ら又は自らの属する組織
のための私的な利益のために用いてはならない。

条例第3条第2項

3 職員は、自己の職務の執行に当たり利益を得るもの又は地位その他の客観的な事情か
ら当該職員が事実上影響を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務の執行に当たり利益を
得るもの(以下｢利害関係者｣という。)との接触に当たっては、市民の疑惑又は不信を招くよ
うな行為をしてはならない。

条例第3条第3項

管理職
員の貴
務

第3条 桑名市職員給与条例 (平成16年桑名市条例第46号)別表第1に掲げる職務の級6
級以上に属する職員、別表第2に掲げる職務の級7級に属する職員及び別表第3に掲げる
職務の級3級に属する職員(以下これらを｢管理職員｣という。)は、特にその職責を自覚し、
公正な職務の執行及び厳正な服務規律の確保のため自らが率先垂範しなければならない。

条例第5条

2 嘗埋職員は、各職場におけるこの訓令の遵守及び服務扉律の確保に関し、吊に注息を
払い、職場研修の実施等により職員相互の注意の喚起を促すとともに、職員に対して必要な
助言及び指導をし、並びに職員の相談に応じなければならない。

条例第5条

利口開
係者と
の接触
に関す
る規制

第4条 職員は、利害関係者との間で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、家
族関係、個人的友人関係その他私的な関係に基づく行為であって職務に関係しないもの
は、この限りでない。

規則で規定

(1) 会食 パーティーを含む。)をする-と 期酉 で鯨 .｣巾

(2 ) 瀧井古 スポーツを含む. )又は旅行をするニン モ目目 で煽岸
(3) 転任、海外出張等に伴うせん別等を受ける二と 婁日目 で規定
(4 ) 中元、歳暮、年賀等の相合品 (広く配衝きれる宣伝広告用のものと除く。)を受けること。 規貝 、た究刃ヒ

(6 ) 金銭(祝儀、見舞い等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。 規貝で規定
(フ) 本婁自らが角I日すべき債務を負相させるャン. 絹目 で畑岸
(8) 滴洋は対饉こえ払わずに役務の提沢を受ける二と 士日目Iiで反止
(9 ) 適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権等の譲渡又は貸与を受けること。 規貝uで規定
(10) 前各号に掲げるもののほか達妾待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇とし
て容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

規貝1iで規定

為、勉強会、研究会、講演会等を名目として行われるものを含むものとする。
規貝IJで規定

3 第1項の規定は、職務の執行に当たり必要な会議に伴ってする会食、適正な対価を支
払ってする会食その他職務の執行の公正さを損なうおそれのないと認められる行為であっ
て、次の各号に掲げる場合には適用しないものとする。

規貝-iで規定

(1) 職務上の必要から、外部との懇談等に係る経費の執行基準に基づき公費の支出が行
われる場合

規貝-Iで規定

(2 ) 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める者 (以下1服務営埋者｣という。)に対し
て事前に利害関係者との接触等に関する届出書(様式第1号)を提出し、了承を得た場合
ア 次長以下の職員にあっては、所属の長
イ 部長又はこれと同等の職にある職員にあっては、任命権者又は任命権者の命を受けた
者 ,

規貝で規定

と

こ関す

る区分に応じ、事後速やかに同号の届出書を提出し、了承を得たとき。
規則で規定



桑名市職員倫理規程 資料4

桑名市職員倫理規程
(4 ) 服務管理者は、職員から第2号の届出書の提出を受けた場合、当該届出書の写しを保
管し、人事担当課へ提出するものとする。

規定する例規

規則で規定

官公
庁、特
殊法人

鶉の
第5条 職員は、国、県、他の地方公共団体、特殊法人その他の政府関係機関の職員と接
触する場合においては、職務上の必要性に留意し、市民の疑惑又は不信を招くような行為を
行ってはならない。

規則で規定

倫理委
員会の
設置

第6条 本市における公務員倫理の保持及び確保を図るため、桑名市職員倫理委員会(以
下｢倫理委員会｣という。)を置く。

条例第9条、第ぬ
条、第11条

倫理委
員会の
組織等

第7条 倫理委員会は、委員長及び委員6人以内をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、部長又はこれと同等の職にある者のうちから委員長が任命する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員
がその職務を代理する。
5 倫理委員会に必要に応じて事案を審議するため、委員長が指名する臨時委員を置くこと
ができる。
6 倫理委員会は、次の各号に掲げる事項について調査し、審議するものとする。
(1) この訓令の遵守に関すること。
(2 ) この訓令の違反行為等の事情聴取等に関すること。 ･

(3 ) 倫理の保持及び確保に関すること。
(4 ) 職員に対する研修及び啓発に関すること。
(5) 本市に関係する業者等への指導及び啓発に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、服務規律等の確保に関すること。
7 倫理委員会の事務は、市長公室人事課において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、倫理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が
別に定める。

条例第9条、第10
条、第 = 条

違反者
に対す
る措置

第8条 第4条又は第5条の規定に職員が違反するおそれがあると認めたときは、当該職員
の服務管理者は、人事担当課と連絡し、速やかに実情の調査をするとともに、倫理委員会に
報告しなければならない.

条例第12条

2 倫理委員会は、前項の報告があった場合において、職員に第4条又は第5条の規定に違
反する行為があったと疑うに足る相当の理由があると認めたときは、人事担当課と連携し
て、速やかに事情聴取等を行うものとする。

条例第12条

に違反する行為があったと認めた場合においては、任命権者にその旨を報告しなければな
らない。

条例第12条

利害関
係者の
不当要
求に対
する措
置

第9条 職員は、職務の執行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務
の執行の公正さを損なうおそれのある行為を求める不当な要求に一切応じてはならない。

条例第3条第4項

2 職員は、目-｣唄の要求を受けたときは、速やかi-利害関係者からの不当要求報告書く様式
第2号)により服務管理者に報告しなければならない。

規貝-で規定

3 服務管理者は、前項の報告を受けたときは、人事担当課と連絡した上で、倫理委員会に
報告するものとする。

規則で規定

4 倫理委員会は、前項の報告を受けた場合は、速やか【｣事情聴取寺を行うとともに、その
対応等について審議の上、当該服務書一言脳対して適法かつ公正な職務の執行を図るた
めの必要な措置を指示することができる。

規貝lで規定

違反行
為に対
する指

第10条 任命権者は、職員がこの訓令に違反する行為を行ったと認めた場合は、その違反
の程唐に応じき共竺加餐竺1項の規定に基づく繖朮処分等の人事管理十を蔓与指直れ講ず 条例第13条
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職員倫理条例の骨子(他市との比較) 資料5

垣市職員倫理条例 国分寺市職量倫理条例 東大阪市職員章三年鋭 岐阜市職員倫理条例桑名中職員曲一家例(案)
目的

定義

職員力檻ゞす^÷‘国倫理の原則

任命権者の責務

管理職員の責務

1 伊礼、ゞ .
ノ

)敷
れ後れ絆し 詩学

職員倫理規則

贈与等の報告

贈与等報告書の保存及び閲覧

目的 、

定義等

職員が遵守すべき職務に係る倫理原則

任命権者の責務

管理監督者の責務
O
職員の責務
O
市民及び事業者等の責務

職員倫理規則

贈与等の報告

贈与等の報告書の閲覧

職員倫理審査会

違反職員に対する措置

公表

規則への委任

要望等への対応の基本原則

警告又は措置
公正な職務の遂行を損なうおそ
れ優美さ場合等孑報臨写

目的

定義等

職員倫理基準

任命権者の責務

職員の責務

贈与等の報告

贈与等報告書の保存及び閲覧

職員倫理審査会の設置及び組織

審査会の会議等

公表

委任

禁止行為
私的な関係による禁止行為の例外

利害関係者以外の者等との間に
おける埜Iト行為

目的

定義等

職員が遵守すべき職務に係る倫理原則

任命権者の責務等

◎
市民及び事業者等の責務

職員倫理規則

贈与等の報告

贈与等報告書の保存及び閲覧

職員倫理委員会

倫理監督者

委任

目的

定義等

職員が遵守すべき職務に係る倫理原則

任命権者の責務等

職員倫理規則

贈与等の報告

報告書の保存及び閲覧

職員倫理審査会

倫理監督者

委任

一 m ･α … … 約し

審査会の会長等
審査会の会議等

倫理の保持に関する調査

違反行為があった場合の措置

公表

委任


